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需誉唇壱譜料単’
事務総局会議配布資料
(平成29． 6． 6総一印）

裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して
最高裁判所に申出がなされた不服の処理状況
（平成28年4月1．日～平成29年3月末日）

1不服の総処理件数

87件

2長官決裁による処理

2件

3局長等による専決処理状況

（1）処理件数84件

（2）処理結果

監督権不行使84件

(3)概要：別添のとおり

（局課別内訳）

秘書課2件，総務局3件，人事局2件，民事局36件，刑事局17件，行政
局9件,家庭局15件

（態様内訳）

裁判事務関係：72件，司法行政事務関係 12件
(4)特徴的態様

態様の内訳としては，裁判事務関係の不服が全体の約86パーセントを占め
る。また申出人の類型としては,判断,判決への不服や訴訟進行への不服等事
件当事者からのものが約88パーセントを占める。
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(別添）

裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に申出がなされた不服の専決処理等
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申出人類型 対象事務 不服の内容 処理日 処理類型 備考
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裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
一裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの
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電餓判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
罫裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 6

担当局腺 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考

民事局 当事者 戴判事務 裁判官 H293.7 局長等専決 監督擢不行使

民事局 当事者 裁判事務 裁判官 H29.3.7 局長等専決 監督枢不行使

民事局 当事者 裁判事務 書配官 H2963.15 . 局長等専決 監督梅不行使

民事局 当事者 鍍判事務 その他 : H29.3.15 局長等専決 監督楢不行使
対象職
官
貝は裁判官及び書記

民事局 当事者 餓判事務 裁判官 H29塁四 局長等専決 監督権不行使
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回裁判の当事者以外から司法行政事務を対象とじて申出のあったもの 7
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担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考

民事局 当事者 裁判事務 裁判官 H29.3.23 局長等専決 監督種不行使

民事局 当事者 裁判事務 裁判官 H29.3.29 . 局長等専決 監督椎不行使

民事局 当事者 籔判事務 裁判官 H29.3.29 局長等専決 監督櫓不行使’

民事局 当率者 餓判事務 その他 H29.3.29 局長等専決 監督権不行使
対象職員は裁判官及び害配
官

民事局 当事者 叡靭事務 その他 H29329 局長等専決 監督權不行使
対象職員は裁判官及び書記
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再裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
画裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 8
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担当局騨 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容■ 処理日 処理麺型 処理結果‘ 備考

民事局 当事者 籔判事務 その他 H29.3.29 局長等専決 監督樋不行使
対象職員は裁判官及び書記

官’ ■

民事局 当事者 餓判事務 その他 H2g_329･ 局長等専決 監督櫓不行使
対象職員は裁判官及び書記

官■■

民事局 当事者 ‘ 裁判事務一 裁判官 H29da29 局長等専決 監穏描不行使一

民事局 当事者 鰯判率務 その他 H29.a29 局長等専決 監督梅不行使
対象職員は裁判官及び書記
官．

■■■■■■

民事局 当事者 裁判窃務 その他
出←

H29.329 局長等専決 監督権不行使
対象職員は裁判官及び書記

官 ■■
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竃裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの

嘩餓判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 9

←一一一

担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考

民事局 当事者 蕊判事務 その他
1

H293.29 局長等専決 監督樋不行使
対象職員は裁判官及び書妃

官

民事局 当事者 戴判事務 その他 H29.3.29 局長等専決 監督梅不行使
対
官
象職員は裁判官及び書記

民事局 当事者 裁判事務 裁判官 H29.a31 局長等専決

、

監督櫓不行使

刑事局 当事者 裁判事務 裁判官’ H28.418 局長等専決 監督権不行使

刑事局 当事者 裁判事務 裁判官｜ H28.6.30 局長等専決 監督権不行使一
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蕊裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 10

担当局課 申出人類型 対象事務

C

対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考

刑事局 当事者 識判事務 裁判官 H28.11.17 局長等専決 監鶴糧不行使

刑事局 当事者 裁判事務 裁判官 H28bl125 局長等専決 監彊糧不行使

刑事局 当事者 裁判率務 裁判官

＝

H28.11.29 局長等専決 監督稽不行使

刑事局 当事者 餓判事務 裁判官 H2812●1 局長等専決 監督樋不行使

刑事局 当事者 錘判事務 書記官 H29.1.16 局長等専決 礁綴撫不行使
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寵裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
周裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 11

担当局諜 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処頚蕊饗 処理結果 鯖考

刑事局 当事者 裁判事務 裁判官’ H29.118 局長等専決 監督権不行使

刑事局 その他 鐡判事務 裁判官 H29.1.26 局長等専決 監橿樋不行使

刑事局 当事者 裁判事務 番妃官｜ H29.126 局長等専決 監督梅不行使

刑事局 その他 裁判事務 裁判官 H292.16 局長等専決 監督糧不行使

】

刑事局 当事者 裁判事務 裁判官 H2962.16 局長等専決 監督権不行使



へ戸

一

つ一

56

57

58

59

一

Jも卓

認裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
園裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 12
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担当局課 申出人類型 対象事務
●

対象職員 不服の内容 処理日 処理麺型 処理結果 備考

刑事局 当事者 裁判事務 裁判官、 H29.221 局長等専決 監怒糧不行使

刑事局 当事者

■‐

裁判事務 、 書記官 H293.1 局長等専決 監督権不行使

刑事局 当事者 餓判事務 裁判官｜ H29.3.27 局長等専決 監督樋不行使

刑事局 当事者 叙判事務 裁判官 H29.3.27 局長等専決 監督樋不行使 ﾛ■■■■■

刑事局 当率者 裁判事務 裁判官一 H29.3.27 局長等専決 監督楢不行使
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担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考

行政局

夕

弁盤士 裁判事務 裁判官一－ H28.7.11 局長簿専決 監督権不行使

行政局 当事者 裁判率務 寄配官 H2867.11 局長等専決 監督権不行使

行政局 当事者 裁判事務 裁判官
口
一 H2aZ13 局長等専決 監督櫓不行使

行政局 当事者 戴判事務 書記官 H289.20 局長零専決 監督桧不行使

行政局 当事者 蕊判事務 その他 ． H29.11．9 局長等専決 監醤鐙不行使 対象職員は裁判官及び書配
官
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担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理麺型 処理結果 備考

行政局 当事者 裁判事務 その他 H29.1228 局長等専決 監督權不行使
対
官
象職員は裁判官及び書記

行政局 当事者 裁判事務 識判官 ： H29.1●2ア 局長等専決 監懸樋不行使

行政局 当事者 裁判事務 裁判官

、

H29二ｸク 局長等専決 監督桧不行使

行政局 当事者 裁判事務 害記官’ H293d27 局長等専決 監督権不行使

家庭局 当事者 裁判事務 裁判官

ロ

H2865.2 局長等専決 監督権不行使
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I }輌鰯｜ 処建錆驫 ’｜ 処理日 処理類型 処理結果 ’

申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 備考

|崎" |…”家庭局 当事者71 裁判事務 裁判官 監督権不行使 ’
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家庭局 当塞者72 裁判率務 裁判官 局長等専決H28.8.25 監醤権不行使
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I家庭局 その他 裁判官73 裁判事務 局長等専決 監督権不行使H28.9.5

’

家庭局 当事者74 裁判事務 裁判官 局長等専決H28.9..12 監督擢不行使
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’担当局課 申出人類型 対象事務 対象聯員 処理結果不服の内容 処理日 処理類型 備考

ｉ
１
１

ロ
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監督椛不行使家庭局 当事者 裁判官 局長等専決裁判事務 H28.9.2776

1 1 0 1 1 1

ﾛ ﾛ

’
ｌ

ｌ

ｒ

Ｐ

■家庭局 当事者 裁判官 局長等専決 監督権不行使裁判事務 H28.12.177

ロ ﾛ Ⅱ ロ ﾛ ロ

’当事者 局長等専決 監督権不行使家庭局 裁判事務 裁判官 H28.12.26
1

178

ロ ロ ロ

’
謡家庭局 当蕊者 局長等専決 監綴権不行使裁判事務 裁判官79 H29.1.5
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担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考

家庭局 その他 裁判事務 その他
、
’ H29215 局長等専決 監督権不行使

対
官
象職員は裁判官及び書記

家庭局 その他 裁判事務 その他 H29.3.9 局長等専決 監督桧不行使

家庭局， 当事者 裁判事務 その他 H29.3.14 局長等専決 監督権不行使
対
官
象職員は裁判官及び書記

家庭局 当事者 錘判事務 ‘ その他 H29d3.14 局長等専決 監督権不行使
対
官
象聡員は裁判官及び書記
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裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に申出がなされた不服の専決処理等（参考）

担当局騨 処理日不服の内容 備考

て輯剰所法82条の不服として
人事局 その他 戯判官司法行政事務 長官決裁1 監笹趨不行使H2a825

処理をした。

一
》

人事局 その他 識判官司法行政顔務 長官決裁 監督樋不行使2 H28.8SO

民事局 弁護士 司法行政事務 その他 その他3 その他H22.14
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